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上場維持基準への適合及び当社株式の監理銘柄（確認中）指定解除に関するお知らせ 

 

当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の東証スタンダード市場

における上場維持基準のうち流通株式時価総額基準について適合しない状態となっており改善期間に

入っておりました。この度、東京証券取引所より「上場維持基準（流通株式時価総額）への適合状況に

ついて」を受領し、2026 年３月期末時点において全ての上場維持基準に適合しましたので、下記のと

おり、お知らせいたします。 

また、当社株式は、2026 年４月１日付で東京証券取引所より、監理銘柄（確認中）に指定されてお

りましたが、本日、東京証券取引所より 2026 年４月 16 日付で当該指定を解除する旨の通知を受領し

ましたので、あわせてお知らせいたします。 

なお、東京証券取引所より公表された指定措置（解除）の内容や理由等につきましては、日本取引所

グループ Web サイトをご参照ください。 

URL： https://www.jpx.co.jp/news/1021/20260415-21.html 

 

１．当社の上場維持基準への適合状況 

当社の東証スタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、その推移を含め下表のとおりとなっ

ています。2025 年３月 31 日時点では、流通株式時価総額が適合しておりませんでしたが、上場維持

基準への適合に向けた計画に基づき取組みを進めた結果、2026 年３月 31 日時点で適合いたしました。  

これにより、東証スタンダード市場の上場維持基準の全ての項目に適合することとなりました。 

 

 株主数 流通株式数 
流通株式 

時価総額 

流通株式 

比率 

当社の 

適合状況 

2025 年３月 31日時点 4,953 人 71,234 単位 9.93 億円 29.5％ 

2026 年３月 31日時点 5,774 人 83,827 単位 18.79 億円 34.7％ 

上場維持基準 400 人 2,000 単位 10 億円 25.0％ 

2026 年 3月 31 日時点の適合状況 適合 適合 適合 適合 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもと 

に算出を行ったものです。 
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２．上場維持基準への適合に向けた取組みの実施状況 

 

（１） 基本方針 

当社にとって、東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準を充足することは、当社が投資

対象として十分な流動性とガバナンス基準を備えた会社であることを示すとともに、将来にわたっ

て持続的に成長をする上で欠かせない条件であると認識しております。この考えのもと、流通株式

時価総額を向上させ、安定的に上場維持基準を充足するための適切な施策を実施していく方針で

ございます。 

 

（２） 課題及び取組み内容 

上場維持基準に適合するため、当社株価への影響や保有目的等を勘案しながら、自己株式の

処分や事業法人等の大株主に当社株式を売却していただくことを検討してまいりました。 

 

① 企業価値向上施策 

企業価値の向上は業績の拡大であると強く認識しております。付帯商品や整備等のサービ

スメニューの一層の強化による粗利の改善及びＭ＆Ａの活用や新規事業の開拓、当社グルー

プが注力すべき分野に精通した企業との提携等により、事業規模の拡大を推進し業績・株価の

向上を目指してまいりました。特に新規事業の開拓を通じた新たなパートナー企業との提携

により、株価の向上を実現してまいりました。 

 

② ＩＲ・広報活動の強化 

 当社サービスや企業活動に関する情報発信頻度や内容の充実により、当社の認知度を向上さ

せ、株主や投資家の皆様の興味・関心を高めていくことで、当社の株式流動性の向上を図って

まいりました。 

 

③ 株主還元施策 

事業成長に向けた投資を、積極的かつタイムリーに行うために必要な内部留保を確保しつ

つ、業績向上、収益性の向上にあわせた配当を行ってまいります。 

株主配当施策を強化するとともに、株主優待制度についても、商品と株式を通じて当社への

関心を深め、長いご支援を頂戴するために、適宜株主の皆様の要請に合うように改定を重ねて

ゆく方針です。 

 

④ 事業法人等に対する当社株式の一部売却 

当社株式を保有する事業法人等のうち、株式保有比率の高い事業法人等に対し、当社の流通

株式の状況をご理解いただいたうえで、当社株式の一部売却を実施することにより、流動性を

確保いたしました。 

 

以上のように、当社は東証スタンダード市場における上場維持基準を維持するため、今後も引き続き

努力してまいる所存です。 

 

以 上 

 


